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基準７．管理運営 

 

７－１． 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備されて

おり、適切に機能していること。 

 

≪７－１の視点≫ 

７－１－① 大学の目的を達成するために、大学及びその設置者の管理運営体制が整備され、

適切に機能しているか。 

７－１－② 管理運営に関わる役員等の選考や採用に関する規程が明確に示されているか。 

 

【７－１．事実の説明】 

学校法人四天王寺学園および四天王寺大学・同大学院の管理運営体制は、寄附行為およ 

び学則において次のように定められている。（平成２２年５月１日現在） 
１ 学校法人四天王寺学園の役員の定数（寄附行為第５条） 
（１）理事 ８人以上１１人以内 
（２）監事 ２人または３人 
理事のうち１人を理事長とし、宗教法人四天王寺代表役員の職に在る者をもって充てる。 

２ 理事の選任（寄附行為第６条） 
（１）宗教法人四天王寺代表役員 
（２）宗教法人四天王寺責任役員のうちから、宗教法人四天王寺総務会において選任された者（２

人または３人） 
（３）四天王寺大学大学院学長、四天王寺大学学長、四天王寺大学短期大学部学長、四天王寺高等

学校長、四天王寺羽曳丘高等学校長、四天王寺中学校長、四天王寺羽曳丘中学校長または四天
王寺学園小学校長のうちから理事会において選任された者（１人または２人） 

（４）宗教法人四天王寺信徒総代のうちから互選された者（１人または２人） 
（５）評議員のうちから評議員会において選任された者（１人） 
（６）学識経験者のうちから理事会において選任された者（２人） 

３ 理事長（寄附行為第５条、第１１条、第１３条） 
理事長は、宗教法人四天王寺代表役員の職に在る者であり、学校法人四天王寺学園を代表するの

は、理事長のみである。 

４ 理事会（寄附行為第１６条） 
理事会は、理事をもって組織され、学校法人四天王寺学園の業務を決し、理事の職務の執行を監

督する。 

５ 監事（寄附行為第７条、第１５条） 
監事は、理事、職員または評議員以外の者であって理事会において選出した候補者の内から、評

議員会の同意を得て、理事長が選任する。 
監事は、学校法人四天王寺学園の業務、財産の状況を監査し、監査の結果を所轄庁に報告し、ま

たは理事会および評議員会に報告する。 
また、理事長に対して評議員会の招集を請求したり、学校法人四天王寺学園の業務または財産の

状況について、理事会に出席して意見を述べることができる。 

６ 評議員会（寄附行為第１９条、第２１条、第２３条） 
評議員会は、２３人以上２８人以内の評議員をもって組織される。評議員は次に掲げる者とし、

評議員の選任については理事会において行う。 
（１）学校法人四天王寺学園の理事のうちから選任された者（７人） 
（２）宗教法人四天王寺責任役員または職員のうちから選任された者（３人または４人） 
（３）学校法人四天王寺学園の職員のうちから選任された者（４人または５人） 
（４）学校法人四天王寺学園の設置する学校を卒業した年齢２５歳以上の者のうちから選任された

者（２人または３人） 
（５）学識経験者のうちから選任された者（７人以上９人以内） 
 

次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければ
ならない。 
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（１）予算、借入金および基本財産の処分並びに運用財産中の不動産および積立金の処分 
（２）事業計画 
（３）予算外の新たな義務の負担または権利の放棄 
（４）寄附行為の変更 
（５）合併 
（６）目的たる事業の成功の不能による解散 
（７）寄附金品の募集に関する事項 
（８）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの 

７ 大学教授会（大学学則第５２条、第５３条、第５４条） 
教授会は専任の教授、准教授および講師をもって組織され、理事、事務局長および学長の指名す

る者は必要に応じ教授会に出席する。教授会は学長が招集し、議長となる。 
教授会の審議事項は、次のとおりである。 

（１）教育課程に関する事項 
（２）教員の資格審査等に関する事項 
（３) 学生の入学、休学、退学その他修学に関する事項および卒業の認定に関する事項 
（４）学生の厚生補導に関する事項 
（５）学生の賞罰に関する事項 
（６）その他学長の諮問事項 

８ 大学院研究科委員会（大学院学則第５１条、第５２条、第５３条） 
大学院研究科委員会は学長、研究科長、大学院研究科の授業科目を担当する教員および学長の指

名する若干名の本学の教員をもって組織され、理事、事務局長および学長の指名する者は必要に応
じ大学院研究科委員会に出席する。大学院研究科委員会は学長が招集し、議長となる。 
大学院研究科委員会の審議事項は、次のとおりである。 

（１）教育課程に関する事項 
（２）課程の修了の認定に関する事項 
（３) 学位論文の審査に関する事項 
（４）学位授与に関する事項 
（５）教員の資格審査等に関する事項 
（６）学生の入学、休学、退学その他修学に関する事項の認定に関する事項 
（７）学生の厚生補導に関する事項 
（８）学生の賞罰に関する事項 
（９）その他学長の諮問事項 

 

【７－１．自己評価】 

このように、本学は理事会、監事、評議員会、教授会等の管理運営体制を適切に整備し 

ている。 

また、理事、監事、評議員等の管理運営に関わる役員の選考や採用に関しても、本学の 

寄附行為第６条（理事の選任）、第７条（監事の選任）、および第２３条（評議員の選任） 

等に明確に定められており、特に問題はないと考える。 

 

【７－１．改善・向上方策】 

今後も、関係法令および本学規程に則った適切な大学運営に努めていきたいと考える。 

 

 

７－２． 管理部門と教学部門の連携が適切になされていること。 

 

≪７－２の視点≫ 

７－２－① 管理部門と教学部門の連携が適切になされているか。 

 

【７－２．事実の説明】 

大学の主要な人事権や経営に直結する重要事項は理事会の審議事項であり、教授会は教 
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学的分野に関する事項の審議機関であるとするのが基本であるが、理事会の代表者である 

理事長は教授会に毎回出席し、経営的観点から意見を述べ、一方、教授会の代表者である 

学長は理事会に毎回出席して教学的事項についての教授会の意思を理事会側へ十分に伝え 

ており、管理側と教学側の意思疎通は適切に図られている。 

大学の管理運営においては教学部門の意見は適切に尊重されており、理事会に代表され 

る管理部門と教授会に代表される教学部門との連携は適切に保たれている。 

また、本学および併設短期大学の事務局について言えば、教学に関する主要部署は部課 

長制をとっており、選出された専任教育職員が各部署の部長となり、各部門の業務を全体 

として統括および管理している。各部長（センター長）、各副部長（副センター長）を構成 

員とする、学長の諮問機関である教学会は毎週開催され、理事長、事務局長も出席し、教 

学的分野を中心とする重要事項が協議されている。 

事務職員は各部署の課長以下を構成しており、教育職員管理職との十分な連携のもと、 

事務局各部署の全般的業務を日常において円滑に遂行し、教育職員の日々の教育研究活動 

等を支援している。 

また、事務職員と教育職員との連携については、教育職員が日常の教育研究活動におい 

て不自由を感じることなく、質の高い教育活動を行い得るよう、日々、事務職員は十分な 

支援を行っている。 

 

【７－２．自己評価】 

この結果として、理事会は教授会の意思を尊重して経営的判断を下しており、また、教 

授会は経営サイドの見解を理解している。これらのことから管理部門と教学部門との連携 

は機能的に行われており、特に問題はないと思われる。 

事務職員の行う事務処理業務は大学の運営全般において少なからぬ役割を担っているも 

のであり、一定の評価を得ていると考える。 

教育職員と事務職員との連携も機能的に働いており、問題はない。 

 

【７－２．改善・向上方策】 

さらに言えば、教育職員からの要求、質問について各部門の専門性を発揮して積極的に 

調査、企画、提言ができ、また、教育職員から様々な依頼を受ける前に予期される事項を 

予測し、事前に準備できる水準にまで事務職員の能力をさらに向上させていく。 

 

 

７－３． 自己点検・評価のための恒常的な体制が確立され、かつその結果を教育研究をは

じめ大学運営の改善・向上につなげる仕組みが構築されていること。 

 

≪７－３の視点≫ 

７－３－① 教育研究活動をはじめ大学運営の改善・向上を図るために、自己点検・評価の

恒常的な実施体制が整えられているか。 

７－３－② 自己点検・評価の結果を教育研究をはじめ大学運営の改善・向上につなげる仕

組みが構築され、かつ適切に機能しているか。 

７－３－③ 自己点検・評価の結果が学内外に適切に公表されているか。 

 



四天王寺大学・大学院 

79 

【７－３．事実の説明】 

自己点検・評価の実施については、平成４年から本学学則第３条に「･･･本学における教 

育研究活動等の状況について、本学において自ら不断に点検および評価を行い、その教育 

研究水準の向上を図るものとする。･･･」と明確に定めている。 

これは本学が自己点検・評価を本学運営における重要事項と位置づけ、公教育機関とし 

ての社会的使命を果たすためにも既存の組織において自ら点検評価する体制の必要性を重 

く認識していることを表している。 

また、平成５年に整備した「自己点検・自己評価委員会規程」において自己点検・評価 

の実施体制について次のとおり定めている。 
 
委員長 ････････････ 常務理事 
教学推進委員長 ････ 学長 
管理推進委員長 ････ 事務局長 
教学推進委員 ･･････ 各部長、センター長、副部長、副センター長（教育職員） 
管理推進委員 ･･････ 各課長（事務職員） 
委員会事務局 ･･････ 総務課総務係 
 

これは、自己点検・評価を既存の組織により全学を挙げて取組んでいることを示す。 

本学における過去５年間の自己点検・評価の活動状況は次に示すとおりである。 
平成１７年 ○ 本学が加盟している日本私立大学協会が設立した認証評価機関「日本高等教育評

価機構」へ入会申請し、認証評価申請とそのスケジュールについて学内において
協議する。 

○ 日本高等教育評価機構の定める評価基準に基づいた自己点検・評価を全学的な実
施体制で行なう。（12 月） 

平成１８年 ○「自己点検・自己評価委員会規程」の改正を行う。 
○『自己評価報告書（平成 18 年 9 月）』を取り纏めると同時に、本学学外向けホー

ムページへ同報告書を掲載する。（9 月） 
○ 日本高等教育評価機構の定める評価基準に基づいた全学的な自己点検・評価とい

う方法を継続し、自己点検・評価作業に入る。（12 月） 

平成１９年 ○ 専任教員の教育研究業績等（平成 19 年度版）取り纏め（1 月） 
○『自己評価報告書（平成 19 年 9 月）』を取り纏めると同時に、本学学外向けホー

ムページへ同報告書を掲載する。（9 月） 
○ 日本高等教育評価機構へ平成 20 年度認証評価受審の申請を行う。 
○ 日本高等教育評価機構の認証評価実施要領等に基づき、自己点検・評価作業に入

る。（12 月） 

平成２０年 ○ 専任教員の教育研究業績等（平成 20 年度版）取り纏め（1 月） 
○ 認証評価受審年度につき、受審大学対象の各種説明会へ参加し学内への情報の共

有化を図る。 
○「自己点検・自己評価委員会規程」の改正を行い、自己点検・自己評価委員会を

認証評価受審に対応する組織とした。 
○ 書面調査（6 月「自己評価報告書」と各種資料を提出）および実地調査（11 月） 
○ 平成 21 年度自己点検評価の開始（12 月） 

平成２１年 ○ 専任教員の教育研究業績等（平成 21 年度版）取り纏め（1 月） 
○ 認証評価の結果、「認定」の評価を受ける。（3 月） 
○ 認証評価結果および自己評価報告書を本学学外向けホームページへ掲載する。（4

月） 
○『平成 20 年度大学機関別認証評価 評価結果報告書/自己評価報告書』を合冊のう

え学内配布する。（6 月） 
○ 『自己評価報告書（平成 21 年 9 月）』を取り纏めると同時に、本学学外向けホー

ムページへ同報告書を掲載する。（9 月） 
○ 認証評価で示された「改革・改善を要する点」への対応状況について調査（10
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月～11 月） 
○ 平成 22 年度自己点検評価の開始（12 月） 

平成２２年 ○ 専任教員の教育研究業績等（平成 22 年度版）取り纏め（1 月） 

 

本学は、学則および「自己点検・自己評価委員会規程」の定めに則り、本学の教育研究、 

学生指導および管理運営など各方面における改革・改善に資するよう、今後も継続的に自 

己点検・評価を実施していく。 

自己点検・評価結果の公表については、平成１８年度より、学内においては「自己評価 

報告書｣の冊子を全専任教育職員と事務局全部署へ配布し、学外へは本学ホームページへ同 

報告書全文を掲載することによって、関係者はもとより広く一般社会へ公開している。 

また、平成２０年度には日本高等教育評価機構において第１回目の認証評価を受審し、 

機関別の評価として「認定」の評価を受けた。その際の「認証評価結果報告書」も「自己 

評価報告書」と併せて、学内外へ広く公開している。 

認証評価において指摘のあった「改革・改善を要する点」については、各担当部署にお 

いて改革・改善の方策について協議・検討している。自己点検・自己評価委員会事務局に 

おいて、平成２１年１０月～１１月にかけ、それへの対応状況を調べ、理事長、学長、局 

長によるヒアリングも実施された。 

 

【７－３．自己評価】 

 上述のように、学則第３条および「自己点検・自己評価委員会規程」により、自己点検・ 

評価の恒常的な実施体制が整えられており、実際に、自己点検・自己評価委員会を中心と 

して、年度ごとに自己点検・評価は実施されている。認証評価で指摘された点をはじめ「改 

革・改善を要する点」については各担当部署において、改善・向上につなげるべく、協議・ 

検討がなされている。 

また、学内外への公開についても年度ごとに適切に実施されている。 

 

【７－３．改善・向上方策】 

自己点検・評価活動において明らかとなった本学の現状、特に改善すべき問題点等に対 

し、実際にどのように改革・改善を進めていくのか、学内において十分協議し、本学のよ 

り一層の発展に資するよう努めることによって、自己点検・評価の実効性を高めていく。 

平成２０年度の認証評価受審の結果、機関別の評価として「認定」の評価を受けたが、「改 

革・改善を要する点」も幾つかいただいている。これらの指摘事項については各担当部署 

において対応策を協議・検討している。管理運営に関する部分では、各種の会議体につい 

て指摘をいただいた。「教授会」や「研究科委員会」については学則内で規定されているが、 

学長の諮問機関である「教学会」や「学部長学科長会」等については規程が未整備であっ 

たため、教育方針等を形成する組織と意思決定過程の明確化を図るためにも、新たにこれ 

らの諸会議についての規程の制定を検討し、平成２１年１２月、教学会については「教学 

会規程」を新たに制定施行した。 
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【基準７．自己評価】 

以上のように、本学においては寄附行為第３条および学則第２条に定められた本学の目 

的の達成に向け、理事会、監事、評議員会および教授会等の管理運営体制が整備され、適 

切に機能している。管理運営に関わる役員等の選考についても、寄附行為に明確に定めら 

れており、問題はないと考える。 

管理部門と教学部門との連携についても、法人を代表する理事長と教学部門のトップで 

ある学長の双方の強力なリーダーシップのもと、教職員の相互協力によって適切に保たれ 

ている。 

自己点検・評価活動については、自己点検・評価の実施を学則に定め、自己点検・自己 

評価委員会を中心とした全学的な体制で、教育研究等の質的向上に向け、毎年度、継続的 

に実施している。「自己評価報告書」の刊行、さらに本学ホームページへ同報告書を掲載す 

ることによって、広く学外への公開も実施している。 

平成２０年度には日本高等教育評価機構にて第１回目の認証評価を受審し、「認定」の評 

価を受けた。「改革・改善を要する点」については各部局において検討・協議し、理事長、 

学長、事務局長のヒアリングも実施された。「自己評価報告書」とともに「認証評価結果報 

告書」を併せて配布、本学ホームページへ掲載し、広く一般に公開している。 

 

【基準７．改善・向上方策】 

認証評価を受審する過程において管理運営に関する事項についても詳細に点検を行うこ 

とになり、管理運営の透明化につながった。 

認証評価受審の結果、機関別の評価として「認定」の評価を受けたが、「改革・改善を要 

する点」も幾つかいただいており、これらの指摘事項については十分検討し、改革・改善 

していくことによって本学のより一層の発展に資するように努める。 

特に管理運営面に関しては、学長の諮問機関である「教学会」や「学部長学科長会」の 

規程が未整備であったが、平成２１年１２月より新たに教学会については「教学会規程」 

を制定施行した。また、それらの諸会議が本学と併設短期大学との合同の会議体であるこ 

とを鑑み、組織的・専任的な審議が出来得るよう考慮したい。 

 

 


